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市立四日市病院公有財産規程の一部を改正する規程 

市立四日市病院公有財産規程（平成２６年四日市市病院管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

(趣旨) 

第1条 市立四日市病院の公有財産の取

得、管理及び処分に関し必要な事項につ

いては、この規程の定めるところによ

る。 

(趣旨) 

第1条 市立四日市病院の公有財産の取

得、管理及び処分並びに市立四日市病院

使用料及び手数料条例(昭和２９年条例

第１６号)の施行に関し必要な事項につ

いては、この規程の定めるところによ

る。 

 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。  

（市立四日市病院施設課）


